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告 示■

◎群馬県告示第１０号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。

平成３０年１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

病名 畜種 患畜又は疑似 発生頭数 発生年月日 発生場所 処置
患畜の区分

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成２９年１２月２２日 吾妻郡長野原町 法令殺

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成２９年１２月２６日 高崎市 法令殺

◎群馬県告示第１１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 道木佐山沼田 沼田市下沼田町字西沢４４８番の１地 前 ７．５～１０．３ ３８４．５
線 先から同市同字同５１６番の６地先ま

で 後 １１．６～１９．７ ３８４．５

◎群馬県告示第１２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１月１６日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 道木佐山沼田 沼田市下沼田町字西沢４４８番の１地先から同市同字同 平成３０年１月１６日
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線 ５１６番の６地先まで

毎週火､金曜日発行
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